
 

 板橋区子育て世帯住宅リフォーム支援事業のご案内 

子育て世帯の方が区内に安心して住み続けられる住宅の整備を推進するため、子どもの安全配慮

に資するリフォーム工事を行う方に対し、工事費用の一部を助成します。 

※本事業は予算の上限に達し次第、終了となります。 

次のすべての要件を満たす世帯の方が対象となります。 

⚫ 18歳以下（の年度内）の子どもを扶養している。 
 妊娠中でおやこ健康手帳（母子健康手帳）が交付されている方の世帯も対象となり

ます。 

⚫ リフォーム工事完了後、３年以上はその住宅に住み続ける見込みである。 

⚫ 世帯の主たる生計者が住民税を滞納していない。 

⚫ 生活保護や中国残留邦人等に対する支援給付を受給していない。 

⚫ 助成を受けようとする費用について、他の公的な助成金を受けていない。 

※同じ住宅での助成金の申請は１回のみとなります。 

対象となる世帯 

次のすべての要件を満たす住宅が対象となります。 

⚫ 申請する世帯の方が住んでいる（または住む予定である）、区内の住宅。 

⚫ 新耐震基準に適合している。または同等の耐震性能がある。（耐震改修工事を
同時に行い、リフォーム後に新耐震基準と同等の耐震性能を有する場合も含みます。） 

⚫ 建築基準法に違反していない。 

※マンションなどの共同住宅は、専有部分のみが対象です。 

※住宅が賃貸や共有名義など、申請者個人の所有ではない場合、リフォーム工

事について所有者の許可が必要です。（共有名義の場合は所有者全員の許可） 

対象となる住宅 

対象工事費（消費税を除く）の２分の１、ただし上限５０万円 ※千円未満は切り捨て 助 成 金 額 

対 象 工 事 
（※）住宅リフォーム事業者登録制度 

住宅リフォーム工事等の注文をしようとする

方々が、安心して住宅リフォーム事業者を選択

することができるよう、区が住宅リフォーム事業

者を登録名簿に登録し、住宅リフォーム工事等

の請負実績などの情報を公開する制度です。登

録事業者の一覧は区 HPから確認できます。 
URL：

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/suma

i/soudan/jigyousha/index.html 

⚫ 板橋区住宅リフォーム事業者登録制度（※）

の登録を受けた住宅リフォーム事業者が施

工した工事に限ります。 

⚫ 対象となる工事は、子どもの安全配慮等に

資するリフォームで、次ページに記載する

①～⑳のいずれかに該当する工事です。 
※申請の際、現在どのような危険や不安、問題等が

あるのか、工事によってそれがどのように解消され

るのかなど、お伺いいたします。 

段差で転ばないかな？ お風呂の浴槽の高さは 

もっと低い方がいいなぁ 

安心・安全な住まいって 

どんなこと？ 



 

① 手すりの取付工事 

② 段差の解消工事 

③ 滑りの防止のための床材の変更等工事 

④ 進入防止フェンスの設置工事 

⑤ コンセント位置の移動、シャッター付コンセント

の設置工事 

⑥ 引き残しの確保のための扉の取替等工事 

⑦ 柱、壁、造り付け家具等の面取り加工等工事 

⑧ ドアストッパー等の設置工事 

⑨ 指はさみ防止のための折戸取替等工事 

⑩ 浴室扉の鍵の設置等工事 

⑪ 人感センサー付玄関照明設置工事 

⑫ 足元灯等の設置工事 

提出・問合せ先 

申 請 の 流 れ 申請に必要な書類 

注 意 事 項 等 

申請は、郵送または窓口での提出となります。 

板橋区都市整備部住宅政策課住宅政策推進係 
〒173－0004 東京都板橋区板橋二丁目 66番 1号 

  tel:03-3579-2186     fax:03-3579-5437 

板橋区子育て世帯住宅リフォーム支援事業について、申請書類など詳しくは区HPをご覧ください。 

URL：https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/sumai/soudan/1062055.html 

⚫ 公的住宅（都営住宅、区営住宅、ＪＫＫやＵＲの賃貸住宅）は、助成の対象と

なりません。 

⚫ 助成を受けた方に対し、事業の検証のためのアンケート調査などのご協力

をお願いする場合があります。 

①申請 

審査・交付決定 

工事着手 

工事完了 

②工事完了報告 

審査・助成金額確定 

③請求 

板橋区 申請者 

助成金支払い 

助成金受領 

30日以内（３月の

場合は３月末まで） 

① 申請 

◼ 交付申請書（第１号様式） 

◼ 誓約書（第２号様式） 

◼ リフォーム実施計画書（第３号様式） 

◼ 工事見積書の写し 

◼ 工事着手前の現場写真 

◼ （持ち家の場合のみ）建物の登記事項証明書 
 （所有者が確認できるもの） 

◼ 新耐震基準に適合することが確認できる書類 
 （賃貸の場合は賃貸契約書、持ち家の場合は建築確 

認検査済証の写しなど） 

◼ （区外に住んでいる場合のみ）住民票の写し、納

税証明書 

◼ （住宅が賃貸や共有名義の場合のみ）所有者の

承諾書 

② 工事完了報告 

◼ 工事完了報告書（第 11号様式） 

◼ 工事に係る領収書の写し 

◼ 工事完了後の写真 

③ 請求 

◼ 助成金請求書（第 13号様式） 

対 象 工 事 

⑬ 火傷防止用カバー付き水栓、サーモスタット

式水栓等の設置工事 

⑭ チャイルドロックや立消え防止等の安全装置

付調理機の設置工事 

⑮ 子どもの様子を把握しやすい対面形式キッチ

ンの設置等工事 

⑯ 和式トイレの洋式化工事 

⑰ 浴槽の取替工事（跨ぎの低い浴槽へ取替） 

⑱ 間取り変更工事（子どもの様子を把握しやす

い間取りへの変更、子ども部屋の増設など） 

⑲ 造り付け家具設置工事（収納、棚の増設等） 

⑳ 遮音性、防音性が向上する床材、壁材への取

替工事 

※①～⑳の工事に付帯して必要と認められる工事も含みます。 
 

リフォーム工事の着手前に

申請が必要です。 

代理人による手続きの場合、

委任状が必要です。 


